
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： （準）上尾中堀川護岸工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ９月１５日から 

令和 ５年 ５月３１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
８７，８４９，３００円 ８１，３８２，４００円 

工事概要 

土工 一式 

鋼矢板圧入（SP-10H型） N=0枚 

継鋼矢板圧入（SP-10H型） N=87枚 

排水構造物工 一式 

仮設工 一式 

― 

土工 一式（変更） 

鋼矢板圧入（SP-10H型） N=87枚 

継鋼矢板圧入（SP-10H型） N=0枚 

排水構造物工 一式（変更） 

仮設工 一式（変更） 

構造物撤去工 一式（新規）  

 

５ 変更理由 

 
 

・契約締結後の現地調査及び庁内関係課との協議の結果、関係課が管理する平方スポーツ

広場側からの資材搬入が可能となり、広場側からの搬入の場合、一枚物の鋼矢板での搬入

が可能であり、現場での継ぎ施工を行う必要が無くなったため、継鋼矢板から鋼矢板に減

額変更する。 

・契約締結後の測量の結果、設計時の地盤高と相違があったため土工量を変更する。 

・河川への放流管について、現地接続高さが設計図と相違があったため、放流施設の形状

を一部変更する。 

・設計時には、既設水路が水面下であったことから形態を把握しきれなかったが、発注後

の渇水期に板柵水路構造であることが判明したため、掘削の支障となる板柵水路の撤去お

よび運搬処分を追加する。 

・掘削した土砂にガラが混入していたため、ガラの分別および運搬処分を追加する。 

・契約締結後に、地元住民から仮設防護柵設置の要望あり、設置数を増工する。 

・受注者との協議の結果、施工後の維持管理を考慮して、かごマットの防護のため、大型

土のうを設置する必要があると判断し、設置数を増工する。 


